
 

町田市公園緑地等における公益的活動の実施に関する要領 

    

第１ 目的 

この要領は、公園緑地における公益的活動の実施に関し必要な事項を定めること

により、協働による効率的かつ効果的な公園緑地の管理を推進し、もって公園緑

地の環境の保全に資することを目的とする。 

第２ 定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）公園緑地 次に掲げる公園等をいう。 

ア 都市公園（市立の都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条に規定する

都市公園をいう。以下同じ。） 

イ 都市公園以外の公園（都市公園以外の市立の公園又は緑地をいい、町田市

（以下「市」という。）が当該公園又は緑地に設ける公園施設に準ずる施設を

含むものとする。以下同じ。） 

ウ ア及びイに掲げるもの以外の都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３条

第１項の緑地（以下「緑地」という。） 

エ 町田市ふるさとの森設置要領（１９９５年４月１日施行）第２の規定により

設置したふるさとの森（以下「ふるさとの森」という。） 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市が所有する公園予定地（以下「公園予

定地」という。） 

（２）公益的活動 第３第３項に規定する登録団体による公園緑地の清掃その他の公

園緑地の維持保全を図る活動をいう。 

第３ 公益的活動団体の登録等 

１ 公園緑地において公益的活動を行おうとする団体は、市長または指定管理者

に申請し、公益的活動団体の登録（以下「団体登録」という。）を受けなければ



 

ならない。 

２ 団体登録の期間は、登録を受けた日から当該日の属する年度の末日までとす

る。 

３ 団体登録を受けた公益的活動団体（以下「登録団体」という。）は、別に定め

る公益的活動に関する活動基準（以下「基準」という。）に従い公益的活動を行

わなければならない。 

第４ 団体登録の条件 

１ 団体登録を受けることができる団体は、次のいずれかに掲げる団体とする。 

（１）市内の町内会・自治会、子ども会又は老人会 

（２）市内の小・中学校及び高等学校及びこれに準ずる教育機関 

（３）市内に事業所を置く事業者 

（４）次に掲げる要件を満たす団体 

ア 市内に活動の拠点を置くこと。 

イ 構成員が５人以上であり、その３分の２以上が市内に在住し、在勤し、又

は在学していること。 

ウ 代表者が１８歳以上の者であること。 

（５）前４号に掲げるもののほか、市長または指定管理者が適当と認める団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、団体登録を受けることができ

ない。 

（１）公序良俗に反する団体 

（２）政治活動を目的とする団体 

（３）宗教活動を目的とする団体 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長または指定管理者が、登録を不適当と認

める団体 

第５ 団体登録の手続 

１ 第３第１項の規定による申請は、市長または指定管理者が指定する電子情報



 

処理組織を用いた方法で行うものとする。ただし、市長または指定管理者は、

申請人が市長または指定管理者の指定する電子情報処理組織を用いた方法によ

る申請が困難であると認めるときは、町田市公益的活動団体登録申請書（第１

号様式）に関係書類を添えて行う方法に代えることができる。 

２ 市長または指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは町田市公益的活動団体登録承認書（第２号様式）により、

不適当と認めるときは町田市公益的活動団体登録不承認書（第３号様式）によ

り、当該申請者に通知する。 

第６ 団体登録の制限 

１ 団体登録は、原則として一の公園緑地につき１団体とする。ただし、面積が

３万平方メートルを超える公園緑地にあっては、おおむね１万５千平方メート

ル当たり１団体の団体登録をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、団体の規模、活動目的、その他の理由により有益

であると認めるときは、市長または指定管理者は、一の公園緑地について区域

もしくは日時を区切り、団体登録をすることができる。 

第７ 公益的活動の内容変更等 

１ 登録団体は、登録の内容を変更し、又は取消しを希望するときは、軽微な変

更を除き、あらかじめ市長または指定管理者が指定する電子情報処理組織を用

いた方法で、市長または指定管理者に申請しなければならない。ただし、市長

または指定管理者は、申請人が市長または指定管理者の指定する電子情報処理

組織を用いた方法による申請が困難であると認めるときは、当申請を町田市公

益的活動登録内容変更（取消し）承認申請書（第４号様式）に関係書類を添え

て行う方法に代えることができる。 

２ 市長または指定管理者は、前項に規定する申請が適正であると認めるとき

は、町田市公益的活動登録内容変更（取消し）承認書（第５号様式）により、

当該申請者に通知する。 



 

第８ 公益的活動の停止 

市長または指定管理者は、天災地変その他の災害があったとき、又は公園緑地の

管理上必要があると認めるときは、公益的活動を停止させることができる。 

第９ 活動報告 

登録団体は、４月から９月まで及び１０月から翌年３月までの期間（以下それぞ

れ「上半期・下半期」という。）ごとに、市長または指定管理者が指定する電子情

報処理組織を用いた方法で、活動実績を報告しなければならない。ただし、市長

または指定管理者は、申請人が市長または指定管理者の指定する電子情報処理組

織を用いた方法による報告が困難であると認めるときは、町田市公益的活動報告

書（第６号様式）に関係書類を添えて市長または指定管理者に報告する方法に代

えることができる。 

第１０ 是正措置 

登録団体は、登録の内容又は基準に適合しないため是正すべきことを指示され

たときは、当該是正の措置を講じなければならない。 

第１１ 団体登録の取消し 

市長または指定管理者は、登録団体が次に掲げるいずれかの要件に該当するとき

は、当該団体の登録を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により団体登録又は謝礼金を受けたとき。 

（２）団体登録の内容又は基準に違反したとき。 

（３）第８に規定する停止の指示に従わないとき。 

（４）第９に規定する活動報告を行わないとき。 

（５）第１０に規定する是正措置を講じないとき。 

第１２ 謝礼金の支給 

１ 市長は、第４(２)（３）を除く団体について、第９の規定による活動報告が

あったときは、その内容を審査し、団体登録の内容及び基準に適合すると認め

るときは、予算の範囲内において、別表第１に定める公園緑地の区分及び別表



 

第２に定める登録団体の区分に応じ、別表第３に定める謝礼金を当該登録団体

に支給する。 

２ 第７第１項の規定により取消しの承認を受けた場合、第８の規定により公益

的活動を停止された場合、年度途中からの登録の場合、又は公益的活動を行わ

なかった期間がある場合における前項の謝礼金の額の算定は、当該公益的活動

の活動期間に応じ、月割りにより行うものとする。この場合において、当該活

動期間に１月に満たない日数があるとき、又は月割りで算定した額に１円未満

の端数があるときは、これらを切り捨てるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１１の規定により団体登録を取り消された団

体に対しては、当該取消日の属する半期分の謝礼金は支給しない。 

第１３ 謝礼金の返還 

１ 市長は、第１１の規定により団体登録を取り消した場合において、当該団体

に対し既に謝礼金を交付しているときは、町田市公益的活動謝礼金返還請求書

（第７号様式）により、返還を請求するものとする。 

２ 公益的活動団体は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求書に記

載のある期限内に、当該謝礼金を市長に返還しなければならない。 

第１４ 謝礼金の辞退 

   公益的活動団体が謝礼金の受領を辞退するときは、町田市公益的活動謝礼金受

領辞退届出書(第８号様式) を市長に提出しなければならない。 

第１５ 補則 

この要領に定めるもののほか、公益的活動の実施に関し必要な事項は、市長また

は指定管理者が別に定める。 

附 則 

この要領は、２０１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０２２年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この要領は、２０２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０２３年７月１１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０２４年４月１日から施行する。 

 


